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○
独
立
行
政
法
人
大
学
改
革
支
援
・
学
位
授
与
機
構
法
施
行
令
（
平
成
二
十
八
年
政
令
第
十
二
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
審
議
会
等
で
政
令
で
定
め
る
も
の
）

第
一
条

独
立
行
政
法
人
大
学
改
革
支
援
・
学
位
授
与
機
構
法
（

以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
六
条
の
二
第
三
項
の
審
議
会
等

で
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
中
央
教
育
審
議
会
と
す
る
。

（
新
設
）

（
借
換
え
の
対
象
と
な
る
長
期
借
入
金
又
は
債
券
等
）

第
一
条
の
二

法
第
十
九
条
第
二
項
本
文
の
政
令
で
定
め
る
長
期

借
入
金
又
は
債
券
は
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
施
設
費
貸

付
事
業
に
必
要
な
費
用
に
充
て
る
た
め
に
し
た
長
期
借
入
金
又

は
発
行
し
た
債
券
（
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
し
た
長
期
借

入
金
又
は
発
行
し
た
債
券
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「

既
往
の
長
期
借
入
金
等
」
と
い
う
。
）
と
し
、
法
第
十
九
条
第

二
項
た
だ
し
書
の
政
令
で
定
め
る
期
間
は
、
次
条
の
文
部
科
学

省
令
で
定
め
る
期
間
か
ら
当
該
既
往
の
長
期
借
入
金
等
の
償
還

期
間
を
控
除
し
た
期
間
を
超
え
な
い
範
囲
内
の
期
間
と
す
る
。

（
借
換
え
の
対
象
と
な
る
長
期
借
入
金
又
は
債
券
等
）

第
一
条

独
立
行
政
法
人
大
学
改
革
支
援
・
学
位
授
与
機
構
法
（

以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
九
条
第
二
項
本
文
の
政
令
で
定

め
る
長
期
借
入
金
又
は
債
券
は
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

施
設
費
貸
付
事
業
に
必
要
な
費
用
に
充
て
る
た
め
に
し
た
長
期

借
入
金
又
は
発
行
し
た
債
券
（
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
し

た
長
期
借
入
金
又
は
発
行
し
た
債
券
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
「
既
往
の
長
期
借
入
金
等
」
と
い
う
。
）
と
し
、
法
第

十
九
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
政
令
で
定
め
る
期
間
は
、
次
条
の

文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
期
間
か
ら
当
該
既
往
の
長
期
借
入
金

等
の
償
還
期
間
を
控
除
し
た
期
間
を
超
え
な
い
範
囲
内
の
期
間

と
す
る
。
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○
文
部
科
学
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
一
号
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 
 

正 
 

案 

現 
 

行 

（
中
央
教
育
審
議
会
） 

第
七
十
六
条 

中
央
教
育
審
議
会
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か

さ
ど
る
。 

一
～
四 
（
略
） 

五 

生
涯
学
習
の
振
興
の
た
め
の
施
策
の
推
進
体
制
等
の
整
備

に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
年
法
律
第
七
十
一
号
）
、
公
立
の

義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
別

措
置
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
五
条
の
規

定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二

十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
五
十
八
条
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十

二
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
三
十
二
条
の
四
第
三
項
、
理
科

教
育
振
興
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
第
九

条
第
一
項
、
産
業
教
育
振
興
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二

百
二
十
八
号
）
、
教
育
職
員
免
許
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
四
十
七
号
）
、
独
立
行
政
法
人
大
学
改
革
支
援
・
学
位

授
与
機
構
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
四
号
）
第
十
六
条

の
二
第
三
項
、
学
校
教
育
法
及
び
社
会
教
育
法
（
昭
和
二
十

四
年
法
律
第
二
百
七
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
そ
の
権
限
に
属

さ
せ
ら
れ
た
事
項
を
処
理
す
る
こ
と
。 

六 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

（
中
央
教
育
審
議
会
） 

第
七
十
六
条 

中
央
教
育
審
議
会
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か

さ
ど
る
。 

一
～
四 

（
略
） 

五 

生
涯
学
習
の
振
興
の
た
め
の
施
策
の
推
進
体
制
等
の
整
備

に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
年
法
律
第
七
十
一
号
）
、
公
立
の

義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
別

措
置
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
五
条
の
規

定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二

十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
五
十
八
条
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十

二
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
三
十
二
条
の
四
第
三
項
、
理
科

教
育
振
興
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
第
九

条
第
一
項
、
産
業
教
育
振
興
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二

百
二
十
八
号
）
、
教
育
職
員
免
許
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
四
十
七
号
）
、
学
校
教
育
法
及
び
社
会
教
育
法
（
昭
和

二
十
四
年
法
律
第
二
百
七
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
そ
の
権
限

に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
を
処
理
す
る
こ
と
。 

  

六 

（
略
） 

２ 

（
略
） 
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○
中
央
教
育
審
議
会
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
八
十
号
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 
 

正 
 

案 

現 
 

行 

（
分
科
会
） 

第
五
条 
審
議
会
に
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
分
科
会
を
置
き

、
こ
れ
ら
の
分
科
会
の
所
掌
事
務
は
、
審
議
会
の
所
掌
事
務
の

う
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。 

名
称 
所
掌
事
務 

（
略
） 

（
略
） 

大
学
分
科

会 

一 

（
略
） 

二 

独
立
行
政
法
人
大
学
改
革
支
援
・
学
位

授
与
機
構
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十

四
号
）
第
十
六
条
の
二
第
三
項
及
び
学
校

教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六

号
）
の
規
定
に
基
づ
き
審
議
会
の
権
限
に

属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
を
処
理
す
る
こ
と
。 

三 

（
略
） 

２
～
６ 

（
略
） 

（
分
科
会
） 

第
五
条 

審
議
会
に
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
分
科
会
を
置
き

、
こ
れ
ら
の
分
科
会
の
所
掌
事
務
は
、
審
議
会
の
所
掌
事
務
の

う
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。 

名
称 

所
掌
事
務 

（
略
） 

（
略
） 

大
学
分
科

会 

一 

（
略
） 

二 

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第

二
十
六
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
審
議
会
の

権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
を
処
理
す
る

こ
と
。 

  

三 

（
略
） 

２
～
６ 

（
略
） 

 
 

  




